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11 月１日（土）「過重労働解消相談ダイヤル」を実施します 

 
 愛知労働局（局長 小林洋子）では 11 月１日（土）を特別労働相談受付日としまして、

労働基準監督官による無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」を実施します。 

これは、全国８労働局で実施し、長時間労働や賃金不払残業の解消に向けて「過重労働解

消キャンペーン」の取組の一環として行うものです。 

 この相談ダイヤルでは、過重労働をはじめとした労働問題全般にわたる相談を受け付けて

おり、労働基準法や関係法令の規定・考え方の説明や、相談者の意向を踏まえた管轄の労働

基準監督署への情報提供、関係機関の紹介など相談内容に合わせた対応を行います。 

 

 「過重労働解消相談ダイヤル」概要 

１ フリーダイヤル 

なくしましょう   ながい 残 業 

０１２０ － ７９４ － ７１３ 
・全国どこからでも、携帯電話からも無料で利用可能※ 

・匿名での相談も可能 

２ 受付日時    11 月１日（土） 9:00～17:00 

３ 実施場所    愛知労働局 ２階北大会議室               
             名古屋市中区三の丸２丁目５番１号 

名古屋合同庁舎第２号館 

 

 ４ 取材対応    取材をご希望の場合、10 月 30 日（木）午前までに別
紙にご記入の上、下記担当までお知らせください。 

          〈連絡先〉愛知労働局労働基準部監督課（担当：石原） 
                                  メールアドレス  

aichiroudoukyoku-kantokuka@mhlw.go.jp 
※ 当日、「過重労働解消相談ダイヤル」を実施する全国の労働局は愛知の他、北海道、

宮城、東京、大阪、広島、香川、福岡となっています。 

 愛知労働局では主に中部・東海地区の７県（富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、

三重）からの相談に一元的に対応します。 
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「過重労働解消相談ダイヤル」の取材時における留意事項 

 

 

取材に際しては、以下の事項にご留意願います。 

 

１  電話相談実施場所は合同庁舎内のため、ご来庁の際は玄関（庁舎東側）

での受付が必要となり、身分証明書等の確認がございますので、ご了承願

います。 

２  指定された場所以外の立入りはご遠慮ください。 

３  カメラ撮り、音声録音は可能ですが、個人や企業が特定できるものの撮

影・録音はご遠慮ください(個人や企業が特定できるものを撮影・録音し

てしまった場合については、消去または編集してください)。 

４  カメラの位置などについては、当局の職員と調整をお願いします。 

５  腕章などプレス関係者であることを明示するものの着用をお願いしま

す。 

６  来庁時の交通手段については、事前に当局職員と調整してください。 

７  相談の妨げにならないようご注意ください。 

８  その他、当局職員の指示に従っていただくようお願いします。 



別紙 
 

過重労働解消相談ダイヤル取材連絡票 
  

連絡・報告先 

〒460-8507   

名古屋市中区三の丸 2-5-1 

愛知労働局 労働基準部 監督課  

メール：aichiroudoukyoku-kantokuka＠mhlw.go.jp  

担 当：地方労働基準監察監督官 石原 

 

 

 ※ 入力フォームが上手く開かない場合は、右記の二次元コードを

読み取っていただき、必要項目を入力してメールの送信をお願

います。 

 

 

 

① 報道機関名                          
  

 

  

② 取材にこられる人数           人  
  

 

  

③ その他、 連絡事項、 要望事項  
 

 

 

④ ご担当者ご芳名及び連絡先 
 

ご  芳  名                       

 

 

連絡先電話番号                          

 
メールの入力フォーム

が開きます。 

 

 


